
1 

 

広島市住宅防災対策工事補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地震により倒壊の危険性があると判断された住宅等の基礎と

なる擁壁に対し、所有者等による耐震改修を目的とした対策工事を行うために、

必要となる費用の一部を補助することにより、市民の生命・身体を守り、安全で

災害に強いまちづくりを進めることを目的とする。 

２ 防災対策工事にかかる費用への補助金については、広島市補助金等交付規則

（昭和３６年広島市規則第５８号）に定めるもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 崖 地表面が水平面に対し３０度以上の角度をなす土地であって、高さが２

メートルを超えるものをいう。ただし、小段等によって上下に分離された崖に

おいては、下層の崖の下端（崖の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以

下同じ。）から水平面に対し３０度の角度をなす面の上方に上層の崖の下端が

ある場合は、上下の崖は一体のものとみなす。 

⑵ 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅（マンションを除く。）をいい、

店舗等を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延面積の２分の１未

満のもの）を含む。 

⑶ マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面

積が１，０００平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として

３階以上のものをいう。 

⑷ 擁壁 崖の崩壊を防ぐための工作物で鉄筋又は無筋コンクリート造のもの

をいう。 

⑸ 被災想定家屋 崖の上にある居住がなされている住宅又はマンションであ

って、崖の下端からの水平距離が、崖の高さの１．７倍未満の区域にあるもの

をいう（ただし、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している住

宅及びマンションを除く。）。 

⑹ 所有者等 擁壁の所有者及び被災想定家屋の所有者をいう。ただし、区分所

有の共同住宅又はマンションの場合は、建物の区分所有等に関する法律（昭和

３７年法律第６９号）第３条に基づき構成された団体の代表者とする。 

⑺ 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。 

⑻ 耐震改修 地震に対して安全な構造となるように補強することをいう。 

⑼ 防災対策工事 所有者等による住宅やマンションの基礎となる擁壁の耐震

改修を目的とした対策工事をいう。 
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⑽ 崖の勾配 防災対策工事を実施する前の崖の前面の上端と下端とを含む面

の水平面に対する角度をいう。 

⑾ 崖の高さ 防災対策工事を実施する前の崖の上端と下端との垂直距離をい

う。 

⑿ 擁壁の勾配 防災対策工事を実施する前の擁壁の前面の上端と下端（擁壁の

前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下同じ。）とを含む面の水平面に

対する角度をいう。 

⒀ 擁壁の高さ 防災対策工事を実施する前の擁壁の上端と下端との垂直距離

をいう。 

⒁ 本人確認書類 本人の写真が貼付された官公署が発行した免許証、許可証、

資格証明書等をいう。 

⒂ 交付決定 補助金の交付の決定をいう。 

⒃ 事業完了 補助金の交付の完了をいう。 

 

（補助対象地） 

第３条 補助対象地は、次の各号に該当するものとする。 

⑴ 被災想定家屋がある崖 

⑵ 勾配が３０度以上かつ高さが２メ－トルを超える擁壁 

⑶ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された擁壁 

２ 補助金の交付申請時に被災想定家屋が存在しない場合及び申請後に被災想定

家屋の建替え等を行う場合は、実績報告書（第１１号様式）に被災想定家屋とな

る新築の住宅又はマンションの検査済証を添付することを条件として、補助対象

地とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、隣接する住宅又はマンションに対し相当の危険性

がある等、防災対策工事が必要であると市長が認める擁壁は、補助対象地とする。 

 

（補助対象地の除外） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対

象地から除く。 

⑴ 工事施工後１０年を経過していない擁壁（相当の危険がある場合を除く。） 

⑵ 急傾斜地崩壊対策事業及び小規模崩壊地復旧事業等により設置した擁壁 

⑶ 防災対策工事が行われた擁壁 

 

（補助申請者） 

第５条 補助申請者（以下「申請者」という。）は、防災対策工事を実施する所有

者等とする。また、所有者等が複数いる場合は、この中から選任された代表者に

よる申請とする。ただし、いずれの場合も営利を目的としない個人とする。 
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２ 被災想定家屋が１戸に対し、複数の擁壁が補助対象地に該当する場合は一連の

擁壁とみなし、一度しか申請を認めないものとする。 

 

（補助対象工事） 

第６条 補助を受けることのできる防災対策工事は、次の各号に該当するものとす

る。 

⑴ 耐震診断の結果、地震により倒壊の危険性があると判断された擁壁の耐震改

修を目的とした工事 

⑵ 防災対策上、やむを得ない場合を除き、土地利用の向上を目的としない工事 

⑶ 補助を受けようとする当該年度の市長が定める日までに完成する工事 

 

（事前相談） 

第７条 補助金の活用を予定している者は、次条に定める補助金の交付申請に先立

ち、防災対策工事補助金事前相談書（第１６号様式）を市長に提出し、事前相

談を行うものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 申請者は、補助金の交付を申請しようとする場合は、防災対策工事補助金

交付申請書（第１号様式。以下「交付申請書」という。）に次の各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、次条に定める全体設計承

認を受けて、補助金の交付を受けようとする申請者は、最終完了年度までの年度

ごとに交付申請を行わなければならない。この場合、２年度目以降の交付申請に

ついては、交付申請書に次条第１項第１号及び第２号に掲げる書類を添付するも

のとする。 

⑴ 防災対策工事図面（位置図、平面図、断面図、対策工正面図、構造図、見付

面積求積図等） 

⑵ 擁壁の構造計算書、土質調査資料等（必要な場合に限る。） 

⑶ 擁壁の耐震診断書の写し 

⑷ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項に規定する確認を受

けるものは工作物確認済証、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律

第１９１号。以下「盛土規制法」という。）第１２条第１項に規定する許可を

受けるものは許可通知書、都市計画法第２９条第１項に規定する許可を受ける

ものは許可通知書の写し（該当する場合に限る。） 

⑸ 第５条第１項における所有者等の中から選任された代表者が申請する場合

は、代表者選任通知書（第２号様式）（代表者以外の所有者等の本人確認書類

の写し又は住民票の写しを添付） 

⑹ 第２条第１項第６号における団体の代表者が申請する場合は、他の区分所有

者からの委任を証する集会の議決が確認できる議事録 
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⑺ 防災対策工事に係る土地及び被災想定家屋の登記事項証明書の写し（本人確

認書類と整合がとれていること。） 

⑻ 公図の写し 

⑼ 市税に未納のない証明 

⑽ 誓約書（第３号様式） 

⑾ 見積書の写し（税抜き金額がわかる様式のもの） 

⑿ 委任状（第１４号様式）（第三者に委任を行う場合に限る。）  

⒀ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する交付申請を行った申請者は、第１１条第１項の規定により補助

金の交付決定を受ける前に、防災対策工事の実施に係る施工業者との契約締結及

び工事の着手をしてはならない。 

 

（全体設計承認） 

第９条 申請者は、防災対策工事がやむを得ない理由等により、複数年度にわたる

場合において、第８条で提出する書類に加え、防災対策工事全体設計承認申請書

（第１７号様式）に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出し、承認を受け

なければならない。 

⑴ 年度ごとの工程及び地震に対して安全な構造が認められる出来高が確認で

きる書類 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請が適当と認めたときは全体設計を承認し、防災対策工事全

体設計承認通知書（第１８号様式）により、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の申請が不適当と認めたときは全体設計を承認しないことを決定

し、防災対策工事全体設計不承認通知書（第１９号様式）により、申請者に通知

するものとする。 

 

（補助金） 

第１０条 補助金は、当該年度の予算の範囲内において、次の各号に定める額とす

る。なお、見付面積の算出には対象の擁壁の下端から天端までの高さを用いるも

のとする。また、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外とする。 

⑴ 被災対象家屋が住宅（マンションを除く。）の場合は、補助対象となる防災

対策工事にかかる費用又は補助対象となる擁壁の見付面積に市長が定める金

額を乗じた額のうちいずれか少ない額の２３％以内、かつ、２３０万円を限度

とする。 

⑵ 被災対象家屋がマンションの場合は、補助対象となる防災対策工事にかかる

費用又は補助対象となる擁壁の見付面積に市長が定める金額を乗じた額のう

ちいずれか少ない額の３分の１以内、かつ、３３３万３千円を限度とする。 
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２ 補助対象地である擁壁を複数の者が所有している場合は、営利を目的としない

個人の持ち分を対象として、補助金を算出する。 

３ 第６条に該当する防災対策工事に関し、他の補助金等の交付決定を受けた場合

は、この要綱の補助金交付対象外とする。 

４ 第１項及び第２項の補助金に１，０００円未満の端数がある場合は、その端数

は切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第１１条 市長は、第８条第１項の申請を適当と認めた場合は、前条に基づき補助

金の交付を決定し、防災対策工事補助金交付決定通知書（第４号様式。以下「交

付決定通知」という。）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、第８条第１項の申請を不適当と認めた場合は、交付しないことを決定

し、防災対策工事補助金不交付決定通知書（第５号様式）により、その理由を付

して申請者に通知するものとする。 

 

（工事着手） 

第１２条 申請者は、前条第１項の交付決定通知を受けた後、防災対策工事の実施

に係る施工業者と契約し、工事着手後、速やかに着手届（第６号様式）に当該工

事の契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第１３条 市長は、必要があると認めた場合は、防災対策工事の施工状況に関し、

申請者から報告を求めることができる。 

２ 市長は、前項の規定に基づく報告が、交付申請書（添付書類含む）の内容と相

違していると認めた場合は、申請者に対し、防災対策工事補助金交付申請書（変

更）（第７号様式）の提出を求めるものとする。 

 

（交付申請の変更） 

第１４条 申請者は、第１１条第１項に定める交付決定通知後に、第８条で交付申

請した内容に変更が生じる場合において、防災対策工事補助金交付申請書（変更）

（第７号様式。以下「変更申請書」という。）に必要な書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の変更申請を適当と認めたときは、防災対策工事補助金交付決定

通知書（変更）（第８号様式）により、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の変更申請を不適当と認めたときは、防災対策工事補助金不交

付決定通知書（変更）（第９号様式）により、その理由を付して申請者に通知す

るものとする。 
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４ 防災対策工事が予定の期間内に完成しないとき、又は遂行が困難になったとき

は、速やかに市長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。 

 

（全体設計に係る工事の内容変更等） 

第１５条 全体設計の承認を受けた申請者は、全体設計に係る防災対策工事の内容

等を変更しようとする場合において、その都度、防災対策工事全体設計変更（中

止・廃止）承認申請書（第２０号様式）を市長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、防災対策工事全体設計変更（中止・廃止）

承認通知書（第２１号様式）により、申請者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ・取りやめ） 

第１６条 申請者は、第１１条の規定による通知を受ける前に、補助金の交付の申

請を取り下げる場合は、速やかに防災対策工事補助金交付申請取下届（第１０号

の１様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、第１１条第１項及び第１４条の規定による通知等（以下「交付決定

通知等」という。）を受けた後に、交付申請を取りやめる場合は、速やかに当該

交付決定通知等を添付の上、防災対策工事補助金取止届（第１０号の２様式）を

市長に提出しなければならない。この場合は、当該申請に係る補助金の交付の決

定はなかったものとみなす。 

 

（工事実績の報告） 

第１７条 申請者は、防災対策工事が完成した場合は、速やかに実績報告書（第 

１１号様式）に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

ただし、第９条の全体設計承認を受けた申請者は、最終完了年度を除き、補助金

の交付決定を受けた年度の２月末日までに実績報告書（第１１号様式）を提出す

るものとする。この場合は、当該年度の地震に対して安全な構造が認められる出

来高を確認できる書類及び工事の状況が確認できる書類を添付することとする。 

⑴ 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項、盛土規制法第１７条第２項、

都市計画法第３６条第２項の検査済証の写し（該当する場合に限る。） 

⑵ 工事写真（施工前、施工中、施工後） 

⑶ 工事費用の精算書（領収書の写し等） 

⑷ 契約書（変更）の写し（該当する場合に限る。） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に定める実績報告書の提出期限は、交付決定通知を受けた年度の市長が定

める日までとする。 
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（補助金の確定） 

第１８条 市長は、前条の報告を適当と認めた場合は補助金を確定し、防災対策工

事補助金確定通知書（第１２号様式。以下「確定通知」という。）により、申請

者に通知するものとする。 

２ 前条第１項ただし書きの規定による実績報告書の提出があった場合は、前項の

「補助金」については、「当該年度の出来高に応じた補助金」に読み替えるもの

とする。 

 

（補助金の請求） 

第１９条 申請者は、前条に定める確定通知の受領後に、補助金の交付を受けよう

とする場合において、速やかに防災対策工事補助金交付請求書（第１３号様式。

以下「請求書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求を適当と認めたときは、申請者に補助金を交付するものと

する。 

３ 第９条の全体設計承認を受けた防災対策工事のときは、当該年度ごとに、当該

年度の地震に対して安全な構造が認められる出来高に応じた補助金を支払うも

のとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第２０条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合において、交付決

定を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽その他不正の手段により第１１条第１項及び第１８条の規定による通

知を受けたとき。 

⑵ 第１１条第１項の規定による通知書の記載事項又はこれに付した条件に反

したとき。 

⑶ 交付決定通知前に防災対策工事の実施に係る施工業者と契約締結及び工事

着手したことが判明したとき。 

⑷ 第１３条第２項の市長の求めに従わないとき。 

⑸ 第１４条に基づく変更申請がこの要綱の内容を満たさないとき。 

⑹ 第２６条に基づく補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したとき。 

⑺ 建築基準法又は盛土規制法に違反していることが明らかなとき。 

⑻ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）

に違反していることが明らかなとき。 

⑼ 全体設計承認を受けた防災対策工事が完成せず、地震に対して安全な構造に

ならない箇所が残っているとき。 

⑽ 補助を受けようとする当該年度の末日までに事業完了しないとき。 

⑾ その他法令、条例、規則及びこの要綱に違反していることが明らかなとき。 
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２ 市長は、交付決定を取り消す場合は、防災対策工事補助金取消通知書（第１５

号様式）により、その理由を付して申請者に通知するものとする。 

 

（権利譲渡の禁止及び一般承継） 

第２１条 第１１条第１項及び第１８条の規定による通知を受けた申請者は、承認

及び決定された権利を第三者に譲渡してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者が死亡した場合は、防災対策工事の契約を相

続した個人が、補助金の決定された権利を承継することができる。 

３ 前項の規定により権利を承継し、申請者となる場合は、第１４条第１項の変更

申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第２２条 市長は、第２０条の規定により交付決定を取り消した場合において、既

に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

 

（加算金及び延滞金） 

第２３条 申請者は、第２０条の規定による交付決定の取消しを受け、前条の返還

を命ぜられた場合において、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日まで

の日数に応じ、当該補助金の額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した

加算金を市に納付しなければならない。 

２ 前項の規定により加算金を納付しなければならないときは、申請者の納付した

金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該

返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。 

３ 申請者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったと

きは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年 

１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第２４条 補助金の交付を受けた擁壁及び擁壁が存する土地は、補助金交付日から

１０年間、この要綱の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に

供し、又は取り壊してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合

は、この限りではない。 

 

（維持管理等） 

第２５条 防災対策工事完成後の擁壁の維持管理は、所有者等が適正に行うものと

する。 
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（暴力団の排除） 

第２６条 市長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に

定める他の規定に関わらず、補助金を交付しないものとする。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

⑵ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の

規定による公表が現に行われている者 

⑶ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

２ 市長は、補助対象者が前項各号のいずれかに該当したときは、第１１条に規定

する交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
 

（雑則） 

第２７条 この要綱に基づき、申請者が提出する書類の内容及び防災対策工事に係

る一切については、申請者の責任に帰するものとする。 

 

（委任規定） 

第２８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、下水

道局長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

３ この要綱は、令和５年５月２６日から施行する。 


